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1 NICE WEB申請システムについて

１．WEB申請とは

２．NICEシステムへの入り口

３．NICEログイン画面

４．NICEにログインします

５．NICEにログインしました

６．起動画面メニュー一覧

７．おしらせメールの設定
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１－１．WEB申請とは NICE WEB申請システムについて

総合確認検査機構では　NICE WEB申請システムより

WEBから申請いただくことが可能です。

確認・中間検査・完了検査の申請をWEBから行えます(来社不要)

NICEシステムをダウンロードいただき、入力や図書のアップロードにて手続きが進められます。

（原本の提出が必要な浄化槽設置計画書等の一部書類は送付等が必要）

物件情報の入力で、基準法の申請書等の作成ができます

確認、中間・完了検査申請書 入力の情報で申請書を作成。書式が変更になった際も新しい書式に更新可能

建築計画概要書 確認申請書の作成時に同時に作成（第三面は別途添付が必要）

建築工事届 入力情報から取り出せる情報が入ったエクセルファイルを作成

物件の申請の管理ができます

確認審査の状況確認 確認審査の状況がわかります

検査時期のおしらせ機能 確認申請時の入力情報から検査時期のおしらせメールを送信します

その他業務の申請書作成・申請ができます

フラット３５、住宅性能評価、長期使用構造の確認、省エネ適判申請等順次対応範囲を拡大中です
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１－２．NICEシステムへの入り口 NICE WEB申請システムについて

当社ウェブサイトトップページより、システムへのログイン画面へ。
http://www.sougou-oaci.org/

新規登録もこちらのログイン画面からお申込みいただけます

システムログイン画面はこちら
https://www.nicewebshinsei.net/sougou-oaci/system/
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※WEB申請の受付を始めます。
詳しくは こちら をご覧ください。
・WEB申請システムログイン URL

・WEB申請システムマニュアル

http://www.sougou-oaci.org/


１－３．新規ご登録 NICE WEB申請システムについて

④ 使用を開始するには

当社の承認が必要です。

承認は当社で作業が

必要なため、

営業時間内のみの対応

となります。

ログイン画面が立ち上がります

① 初めての方は会員登録を

新規登録ボタンからお申込み画面に移ります

後ほど会社内のユーザー登録ができます。

まずはご担当者様についてご登録下さい。

② 入力後「登録内容の確認」を押す

③ 確認後「登録」を押して下さい。
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①

④

②

③

「パスワード」:8～16文字の英数
字で指定して下さい



１－４．NICEにログインします NICE WEB申請システムについて

ログイン画面

① 当機関よりご案内しておりますログインIDと

パスワードを入力し、ログインボタンを押して下さい

システム起動

③ ＷＥＢシステム起動画面が表示さ

れます。システムを起動ボタンを

押して下さい。

※アプリの起動の許可を求められたときは、

「実行」を選択して下さい。

③ アプリが立ち上がらないときは、ご使用のブラウザの

対処方法をご確認下さい
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①

②

このアプリケーションを実行しますか

③



１－５．NICEにログインしました NICE WEB申請システムについて

ログイン後表示されるのは物件一覧画面です。

この画面より新規物件の追加等、

作業を行っていくことになります。

現在お預かりしている物件の一覧が

表示されます

物件を選択し申請一覧ボタンを押すと、その物件の申請の内容画面に移ります。

新規物件の追加ができます。

一覧にある申請の複製が「物件名のコピー」という名称で作成されます。

この一覧に表示される情報の編集が可能です。物件名は申請書内容の名称とは連動しません。

NICEシステムを終了し、ログアウトします
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最初にログインした際はこの欄は何も表示されません

物件を追加していくとこの欄に追加されていきます

物件ごとに表示設定や検索も可能です。

申請一覧

物件追加 ▼

物件複製

編集

終了



１－６．起動画面メニュー一覧 NICE WEB申請システムについて

その他のメニューについて

登録をすることにより、会社間で

物件情報を閲覧・編集をすることができます。

※双方、当システムを利用状況にあり、「共有コー

ド」の事前伝達、システム内での承認が必要です。

システム利用申込の際、ご入力の

ユーザー情報の変更・更新ができます。

※上記「共有コード」はこちらでわかります。

※システムからのメールおしらせメールの受取設定ができます。

パスワードの変更ができます。

パスワードは英数混在で8文字以上が必要となります。

利用者側で、ユーザーの追加・権限の設定等が可能。

当社の承認作業はありません。すぐに使用可能となります

システム利用申し込み時の会社情報の変更ができます
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会社情報

社員管理

パスワード変更

ユーザー情報

パートナー管理



１－７．おしらせメールの設定 NICE WEB申請システムについて

システム起動後のメニュー画面

ユーザー登録より設定・変更ができます

①検査時期のおしらせ

確認申請記載の特定工程・工事終了の日付が

近くなると、検査の授記時期のおしらせが届きます

②チャットおしらせ機能

申請のやり取りについて「履歴欄（チャット欄）

に更新があるとメールでお知らせが届きます。

添付ファイル受信のみにチェックをすると、添付

ファイルの有るコメントのみの受信の時のみ

メールが届きます。

※当社より添付ファイルを添付しない確認事項をコメント欄に送ることがあります。

「添付ファイルが有る場合のみ受信する設定」には、チェックを入れないようご協力ください。
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②

①



2 申請方法と図書のご用意

１．NICEを利用しての確認申請

２．申請図面の作成について

３．照会シートをご用意ください

４．原本提出が必要な書類について
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２－１．NICEを利用しての確認申請 申請方法と図書のご用意

当社ではNICEシステムを介しての申請等の審査、受付のサービスを実施しています

確認申請では、現在、4号物件のみの申請を取り扱っております。

申請方法の種類 どちらもWEB上で審査を行いますが、申請地域や消防同意の有無でご利用できる申請が異なります

和歌山県内、4号物件、消防同意が不要な住宅のみを対象

審査終了後、一部の書類以外はシステム上へのデータ提出で受付をします。申請書はデータで保管され、副本は

WEBからダウンロードします。確認済証は書面で交付し、窓口受取り、郵送の選択が可能です(現在送付料無料サービス中)

4号物件が対象

事前審査終了後、正本・副本を出力したものを窓口に提出いただき受付をします。消防同意等必要な処理が済んだ後

決裁→確認済証交付となります。原則として、窓口で副本と確認済証のお渡しとなります。

入力方法の種類

●入力方式　-- NICEシステムに申請情報を入力し、申請書類等を作成する方式。

確認申請書、建築計画概要書、工事届等が、一括で管理されたデータから作成されるので、書類間の不整合が防げる

ほか、割引も適用されます。　入力方法のメリットととして、検査の申請も電子申請のご利用が可能。来社不要です

●添付方式　-- 申請情報の入力はせずに、任意作成の申請書、図面のPDFファイルの添付のみで審査を行う方式

添付方式は紙申請のみの取り扱いです。検査以降も電子申請はご利用できません。窓口に申請書をご提出下さい。
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紙申請

電子申請



２－２．申請図面の作成について 申請方法と図書のご用意

当社では、添付いただく図面ファイルの作成について、下記の通りルールを決めております。
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原則として

添付ファイルはPDF形式のみ
とします

その他添付可のファイルはxls、xlsx、doc、docx、

zip、txt、xdwです

ファイル形式はPDFで

図面名称は、誰でも

わかりやすいものとして下さい。

・付近見取図 ・配置図 ・求積図

・各階平面図 ・立面図 ・断面図

・換気経路図 ・敷地求積図

ファイル名は明快に

CADの変換機能を使用し、

一枚ずつ変換して保存して下さい。
（確認範囲の最小化を図るためです）

スキャナでのPDF化はご遠慮下さい
換気計算等、一式でまとまった資料はそのまま添

付して下さい。

１つのファイルに図面一枚

図面には印刷の余白を１ｃｍ程度取って作

成して下さい。

審査後、審査済みスタンプを右下に付与し

ます。右下３cm四方は空けて下さい。

図面には余白が必要



２－３．照会シートをご用意ください 申請方法と図書のご用意

和歌山県用行政照会シートをご用意ください

事前申請を受理すると、照会書を行政に送付します。

本受付には照会について行政からの回答の確認が必須です。

行政照会の回答は1～2週間ほどかかります。

・照会シート（EXCELファイルのまま)

当社ホームページからダウンロードして下さい

行政の協議内容、道路種別、幅員は必須項目です。

その後のやり取りにかかる時間が違います

・申請書(概要書一面・二面)

申請書に付随したままの添付で結構です

・概要書三面

・付近見取図　　 ・配置図

・浄化槽設置計画書（照会に必要なのは一面のみ）

後日の送付も可能です。入手次第スキャンをしてデータを添付して下さい
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２－４．原本提出が必要な書類について 申請方法と図書のご用意

原本の提出が必要な書類　※電子申請でも必須です

下記の書類について、審査はデータで行いますが、本受付までに原本をこちらの手もとにお届けいただく必要があります。

なお、事前審査はそれぞれ押印がない状態でも審査は可能です。

　和歌山市のみ、市を経由し正副2部。　　その他の地域は、浄化槽協会を経由した正副含め、

４～５部の原本が必要です。

経由後の資料が手元に届きましたら、速やかにスキャンをして、データでの確認をうけ、原本の

持込、もしくはご送付の手配をして下さい。

　和歌山市の物件は、工事監理者選定届に監理者の押印のある書類原本のご提出が必要

※和歌山市限定 です。建築主印は不要。

委任状は自署・押印のあるものをお手元にご用意下さい。ご提出は写しで結構です。

当社では、委任状は建築主様の意向の確認として、自署又は押印のある委任状のご用意をお願いしております。

ご提出は写しで結構です。押印のある委任状をスキャンして添付して下さい。当社では決まった書式はありません。

各申請ごとに委任状の添付は必要ですが、一切を委任項目とされていれば同じものを添付いただけます。

検査や変更届の提出ごとに委任を受けるものであれば、その都度、内容に合わせた押印の委任状をご用意下さい。
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浄化槽設置計画書

工事監理者選定届



3 確認申請の電子申請準備について

１．申請物件を追加します

２．新規物件情報を作成

３．申請入力画面について

４．申請内容を入力

５．申請書PDFファイルの作成

６．建築工事届の作成

７．フラット３５は同時申請が可能
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３－１．申請物件を追加します 確認申請の電子申請準備について

物件一覧より物件追加ボタンをクリックし基準法を選択します。

①起動後のメニューの物件一覧

より を選択

②基準法　を選択

確認申請、計画変更、中間、

完了、各種変更届が選択可

能です

他業務　からは

F35、性能評価、長期、省エネ適判が選択できます

※ 基準法の申請と同時にフラット３５をご申請の場合

基準法の申請書類と同時に、フラット関連のPDFファイルも一緒にアップロードして下さい。

→ 申請画面の備考欄に、「フラット同時申請」と記載して下さい
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①

②

物件追加 ▼

最初はこの欄は何も表示されません

物件を追加していくとこの欄に追加されて

いきます

物件ごとに表示設定や検索も可能です。



３－２．新規物件情報を作成 確認申請の電子申請準備について

物件情報を入力するボックスがひらきます 物件名 物件一覧に表示されます。後で変更可

建築場所 物件一覧に表示されます。後で変更可

備考欄 ご自由にメモ等入力できます

申請対象 ☑建築物　（建築物以外の申請はご相談下さい）

申請種別 確認申請の説明のため　☑確認　を選択

申請方法 後の入力書式が異なるため変更不可！

※消防同意物件または構造添付物件は現在、紙申請のみ

方式の選択を間違った場合、再度物件追加をして選択しなおして下さい。
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電子申請

データ提出のみ(一部の

書類除く)。正本副本の

概念がありません

紙申請

審査の後、事前審査済の印を付

与したファイルで正本・副本を

印刷し提出

オレンジの線が入っている項

目は必須です。記入すると線

は消えます。

方式は後で変更ができません。
添付方式は、その後の申請（計変や検査）

でも「入力方式」に切替不可です。

入力方式
システムに申請内容を入力。

申請書を作成する。申プロ

データ使用もこちら

添付方式
システムに入力せず、各自

作成の申請書をPDFで添付

する方式

審査後印刷して、必要部数を提出



３－３．申請入力画面について 確認申請の電子申請準備について

申請入力画面がひらきます

大きな画面は「申請情報」を入力や添付をする画面。 ③ 大きな画面の右上のボタンを押して

　右側の画面は2種類。「チェック」は入力された情報のエラーを表示し 入替え表示

　「申請履歴」は当社とのやり取りの履歴やコメントを残します 画面を消してもこのボタンで再表示します
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チェック

申請の入力のエ

ラーが表示され

ます。

申請履歴

左上に

申請に関するボタン

があります。

通称

「チャット画面」と

呼んでおります

申請情報
①入力方式は一面から六面の入

力メニューがあります

添
付
方

②添付方式はファイルをアップ

ロードする「ファイル一覧」し

か箇所しかありません。

入
力
方

①②

③

チェック 履歴



３－４．申請内容を入力 確認申請の電子申請準備について

① 画面左下「編集開始ボタン」をクリックして入力始めます。

② 申請プロデータがある場合「編集開始」を押し、「申プロ読込」からファイルを選択し取り込みます。

③ 左上のメニューで、第一面、第二面、第三面、

第四面～六面が選択できます。

※ 第一面の入力について

申請日は、事前申請日を入力して下さい。

一面は二面の入力内容から読込が可能です

二面から入力するとスムーズです

④ 各面ごとの内容はさらに画面上のタブで切り

替えます。(数字は申請書の項目番号です)

三面の入力後、そのデータを引用して第四面

から六面が作成可能です。

⑤ 全て入力が終わったら「保存」を押して下さい

⑥ 作業を中断し、NICEを終了する場合や他の物

件を編集する場合は「保存して閉じる」を選択

「閉じる」と物件一覧画面に戻ります。

（株）総合確認検査機構

③
④

①

②

⑤

四～六面は棟ごとに作成のため、作成した

棟数分の数字が表示されます。この数字を

クリックして、各棟の情報を入力して下さ

い

第二面は入力する

箇所をクリックす

ると入力蘭が下に

表示されます



３－５．申請書PDFファイルの作成 確認申請の電子申請準備について

申請内容の入力チェックをし、

問題なければPDFファイルを作成します

① 画面右上の「チェック」を押して下さい。入力内容のチェックを行います。

入力の記載漏れなどがあると右側のチェック画面に表示されます。

一面の日付は事前申請日を記載して下さい。

② 訂正等は「編集開始」を押し、入力変更作業後保存をし、再度①を。

③ 問題なければ申請書を作成します。「申請書PDF作成」を押して下さい。

※編集中は作成ボタンが押せません。作成ボタンがグレーになっている

ときは「保存」ボタンを押して下さい。

④ ファイル一覧画面に　「申請書.pdf」　が作成されます。

⑤ この申請書は概要書の一面・二面も同時作成します。第三面は別で作成し、PDFファイルでご用意下さい。

入力方式ではこの作業で作った「申請書.pdf」ファイルがないと、申請ができません

（株）総合確認検査機構

③

①

④

チェック

申請の入力のエラーが表

示されます。

エラー、警告は「編集開

始」を押し、修正し、再

度保存をしてください。

②



３－６．建築工事届の作成 確認申請の電子申請準備について

続いてEXCEL作成から工事届ファイルを作成します

① 「EXCEL作成ボタン」では申請書以外のファイルの作成ができます

建築工事届はこちらから作成します。

② 出力形式のファイルが開くので「建築工事届」を選んで「作成」

ボタンを押す

③ ファイルは申請書のように「ファイル一覧」には保存されません。

いったんシステムの外部に保存が必要です。

④ 保存したファイルを開き、黄色と緑のセルの入力をします。

水色のセルは入力の申請データより記載済です。編集後

「別名で保存」を選択し、ファイル形式を「PDF」にして保存

して下さい。

　

このEXCEL作成からは、フラット、評価、長期等の

申請書の作成もできます。

（株）総合確認検査機構

① ②

④

①



３－７．フラット３５は同時申請が可能 確認申請の電子申請準備について

フラット３５の審査書類を、基準法と一緒にアップロ―ドして下さい。

許容応力度による計算書添付の耐震性は、電子申請のみ申請可能です。

仕様書について　電子申請の場合、電子書籍のご利用が必要です。

通常の書籍の仕様書の添付の場合は紙申請のみとなり、

本受付の際お持ちいただくか、ご郵送の手配が必要です。

※電子書籍販売　井上書院　https://www.inoueshoin.co.jp/

EXCEL作成からフラットの申請書が作成できます

① 出力形式から、「フラット35S（設計）」を選んで「作成」します。

② ファイルは申請書のように「ファイル一覧」には保存されません。

いったんシステムの外部に保存が必要です。

③ 保存したファイルには申請書と設計内容説明書（全種類）のシートが

作成されてます。必要なシートの黄色と緑のセルに入力し、「別名で保

存」や「名前を付けて保存」から、ファイル形式を「PDF」を選択し

ファイルを作成して下さい。ファイルの名称は「フラット申請書」、

「設計内容説明書」等、わかりやすくお願いします。

（株）総合確認検査機構

③
①

②

②



３－８．添付ファイルのアップロード 確認申請の電子申請準備について

必要なPDFファイルをファイル一覧に保存します。 添付する図面はCADの変換機能でPDFに変換した

申請書ファイルはすでに一覧に保存されています。 ものをご用意ください

① ファイルのアップロードは「編集開始」を押し

ていないと作業できません。

② 画面右上、「追加」ボタンを押し、ファイルを

選択するとファイル一覧に添付されます。

③ ファイルは複数を選択し、ドラッグ＆ドロップで

添付することも可能です。

④ ファイルの添付が終わったら「保存」して下さい

※図面作成のルールも再度ご確認下さい

（株）総合確認検査機構

追加 削除文書名変更

②

① ③必要書類ご確認下さい

・申請書 ・概要書三面

・委任状 ・工事届

・監理者選任届

・付近見取図 ・配置図

・平面図 ・立面図

・シックハウス関係図書

原則として

添付ファイルはPDF形式のみ
とします

その他添付可のファイルはxls、xlsx、doc、

docx、zip、txt、xdwです

ファイル形式はPDFで

図面名称は、誰でも

わかりやすいものとして下さい。

・付近見取図 ・配置図 ・求積図

・各階平面図 ・立面図 ・断面図

・換気経路図 ・敷地求積図

ファイル名は明快に

CADの変換機能を使用し、

一枚ずつ変換して保存して下さい。
（確認範囲の最小化を図るためです）

スキャナでのPDF化はご遠慮下さい
換気計算等、一式でまとまった資料はそのまま添

付して下さい。

１つのファイルに図面一枚

図面には印刷の余白を１ｃｍ程度取って

作成して下さい。

審査後、審査済みスタンプを右下に付与し

ます。右下３cm四方は空けて下さい。

図面には余白が必要



4 確認申請の事前申請の手順

１．事前申請はこちらから

２．事前申請の画面①

３．事前申請の画面②

４．履歴欄（チャット欄）について

５．申請状況について

６．NICEからのメール

７．チャット欄からできること

8．申請の流れ【電子申請】

（株）総合確認検査機構



４－１．事前申請はこちらから 確認申請の事前申請の手順

必要な書類の準備が出来ました。

確認申請を送信します。

① 画面の右上から履歴を押して下さい

② 申請履歴(チャット欄)の申請を押して下さい。

③ 入力内容にエラーがあると出たら

チェックを押すとエラー欄が出て内容確認が

できます。申請内容の確認、申請書PDF作成

をして、エラーを解消して下さい。

（株）総合確認検査機構

①

②

履歴

申請

③



４－２．事前申請の画面① 確認申請の事前申請の手順

※この事前申請項目は、当社に申請を送信する際に変更可能です【本申請まで】

事前申請の画面がでます。

① 署名方法 「紙申請」、「電子申請」の選択がここでできます。

電子申請 紙申請

② 申請先 電子申請は「和歌山支部」を選択

紙申請は、印刷した正本・副本の提出先を選択

③ 支払方法 「現金」は、受取時までに窓口でお支払い下さい

「振込」は、本受付の際、請求書を発行します。

④ 請求先　 請求書作成のタイミングは本受付時です。

現金の場合は領収証の宛名を入力して下さい

※お振込みで、領収証もご希望の場合は、備考欄に領収証希望の旨と宛名を記載して下さい

⑤ 受取方法 交付した書類の受取方法です。「手渡し」は当社へ受取りにおいで下さい。

郵送の場合 電子申請→ レターパックで確認済証を郵送 紙申請→ お客様にレターパックのご用意をお願いしております

（株）総合確認検査機構

・フラット、長期等同時に申請がある場合は必ず記載

・振込後領収書発行を希望等 特記事項

原本必要書類以外はシステ

ム上のデータの提出
和歌山県内、消防同意不要の

物件のみが対象

審査終了後、

正本・副本を出力し、ご提

出いただく申請



４－３．事前申請の画面② 確認申請の事前申請の手順

※この事前申請項目は、当社に申請を送信する際に変更可能です【本申請まで】

事前申請の続きです

⑥ 備考欄 同時に進める他の申請がある場合、必ず記載して下さい。

確認申請と評価等は、それぞれ別番号の申請となり、当社では同物件であ

ることがわかりません。先に申請した番号や、同時に進めている各申請等、

物件に紐づく情報は記載して下さい。ご協力をお願いいたします。

※フラット35を同時申請するときも、記載お願いします。

フラット35の確認申請とまとめて申請が可能ですが、添付がある

ことは備考欄に記載ください。

⑦ 申請書類 ファイル一覧には必要な提出書類のみを保存し、全てのファイ

ルにチェックを入れて下さい

⑧ 申請 申請を押して下さい。

WEB申請番号が付与されます。

お問い合わせの際はこの番号をお

伝え下さい

（株）総合確認検査機構

事前審査の時は、必ず

毎回すべてにチェック

を入れてください

一番上を☑にすると、

全てに✔が入ります

前ページで説明

⑧

同時審査の申請について

「振込」希望で、入金後領収書の希望をする場合

WS22-00000



４－４．履歴欄（チャット欄）について 確認申請の事前申請の手順

チャット欄を使って照会シートを送付します

① 申請をしたことがチャット欄に記載されました。

② 続いて、「照会シート」をチャット欄に添付します。

このシートを使用して当社より、和歌山県内の行政

に照会をします。この照会に対する行政からの回答

は、本受付に必須です。必ず添付して下さい。

※照会シートはエクセルのまま添付して下さい。

③ 添付ボタンを押し、ファイを選択するか、この中に、

ドラッグ&ドロップし、送信を押して下さい。

申請についてのやり取りは、「申請履歴」から行います。この欄は

双方のやり取りが、チャットのように残るので、「チャット欄」と

呼んでいます。申請・依頼が届くと双方にメールが届きます。 申請時の備考欄への記載漏れや、ご質問等について

お客様の申請⇔当社の受理・審査を交互に繰り返しながら進めます　 当社へのご連絡にご使用下さい。

（株）総合確認検査機構

申請履歴

通称

チャット欄

①

③
コメントだけ送付も可能です



４－５．申請状況について 確認申請の事前申請の手順

申請状況は物件一覧からも確認できます。

申請をすると、編集作業ができなくなります。

当社の審査後、確認事項連絡書を添付した事前

補正依頼が届くと補正の編集が可能となります。

申請状況で申請の状態がわかります。赤字は編集可能な状態です

（株）総合確認検査機構

お
客
様

編集可能編集可能

当
社

事前

申請

事前補正

申請

事前補正申

請依頼
補正残

申請

審査中

申請受理

事前補正作業

申請受理

事前補正

審査中



４－６．NICEからのメール 確認申請の事前申請の手順

NICEシステムから届くメール 追記事項やご質問があれば、チャット欄に記入して下さい。

チャット欄に記載がある度にメールをお送りします。

当社からも質問や補正の依頼等に使用します。メールが届かない場合は、シス

テムメニューのユーザー登録より、おしらせメールのご登録をご確認ください

受信設定は、添付ファイルがなくても、受取れるようご設定ください

WEBの申請では、チャット欄からのやり取りの連絡が基本になります。

（株）総合確認検査機構

web@sougou-oaci.org
【WEB申請】ファイル受信のおしらせ（物件名：
WS22-00000 物件名〇〇〇)

日頃より当機関をご利用賜り、厚く御礼申し上げます。
受信したファイルにつきましては、NICE WEB申請シス
テムでもご確認いただけます。

WEB番号 22-00000

申請種別 建築物-確認
建築主 ＊＊＊＊
物件名 ＊＊＊＊
建築場所 和歌山県＊＊＊

＜メッセージ＞
コメント欄に何か書いたときはここに表示されます

＜添付ファイル＞

少し目立ちませ

んが、ご確認お

願いします

チェックしない

チャット欄に質疑

を直接入れた場合、

ここにメッセージ

として表示されま

す。



４－７．チャット欄からできること 確認申請の事前申請の手順

チャット欄で申請の取消と履歴確認ができます ① 申請と申請取消について

申請後、編集作業ができなくなりますが、当社が申請を

「受理」をする前であれば、履歴欄の「申請取消」をす

ることで、変更やファイルの添付等変更作業が可能とな

ります。取消を行った後は、必ず再度申請をして下さい。

② 申請内容は、チャット欄の青い文字で表示されている

「申請を送信」を押すと、申請時の情報が確認できま

す。ファイル一覧の中が新しくなっても、その申請時点

のファイルを確認できます。

※　取消をしても物件の情報は消えませんのでご安心下さい。

一度申請した物件の削除は出来なっています。　もし、

計画中止等、申請を

取り下げられる時は

ご連絡下さい。

（株）総合確認検査機構

①

③

②

③の「受理」をする前な

ら取消して編集が可能

１番最初の申請内容

２回目のの申請内容

その申請時の

ファイルを確

認・ダウン

ロードが可能

です



４－8．申請の流れ【電子申請】 確認申請の事前申請の手順

お客様の申請　⇔　当社より補正等依頼　を交互に確認済証交付まで行います

申請の編集作業は、申請状況欄が赤い文字で依頼中となっている間のみです。

編集不可期間に浄化槽書類の添付等で、編集をされたい場合は、申請履歴欄（チャット欄）でお知らせください

（株）総合確認検査機構

お客様

受付作業 決裁作業

照合

作業

審査

本受付
引受承諾書

請求書

交付作業

確認済証

交付

事前補正

依頼

事前申請

事前審査
本申請

依頼

事前補正申

請

補正

残

確認終

了まで

繰返し

本申請

補正

有

確認済証

受領

事前補正

審査

原本必

要書類

提出

事前補正作

業

振込/

入金

受理

訂正了

補正

有
補正

確認

受理
受理 受理

決

裁訂正無

補正

申請

補正

作業

本受付後に補正作

業があった場合



5 審査後の補正作業から交付まで

１．当社からの事前審査後の連絡

２．補正ファイルのご用意について

３．補正ファイルの保存について

４．事前補正申請を送信する

５．本申請依頼

６．決裁作業

７．確認済証交付と申請書保存箇所

５．本申請依頼

６．決裁作業

７．確認済証交付と申請書保存箇所

（株）総合確認検査機構



５- １．当社からの事前審査後の連絡 審査後の補正作業から交付まで

審査終了後、「事前補正申請依頼」と確認事項連絡書をお送りします

審査後、当社より確認事項をまとめたエクセルファイルと、

事前補正申請の依頼をします。

① 確認事項は、エクセルのファイルでお送りします。内容をご確認ください。

質問等があれば。チャット欄にてご質問下さい。

② 右端の☑欄は当社の使用欄です。

確認事項の項目ごとに、対応につい

て回答欄に記入してください。

③ 返信欄に回答を保存したファイルは

チャット欄で返送をお願いいたしま

す。

（株）総合確認検査機構

お客様

の回答

を入力

当社からの

質疑・確認事項記

載欄

①

チェック

欄は当社

使用欄で

す

ご質問があればこちら

のチャット欄にご記入

ください



5- ２．補正ファイルのご用意について 審査後の補正作業から交付まで

補正申請依頼の状態になると、編集作業ができるようになります。

「申請書」の変更は必ず入力欄から変更し、PDF作成して下さい

申請書の内容に変更があるとき

PDFの直接編集はしないで下さい。

入力内容と整合しなくなります

申請書の補正

① 申請書の内容補正は左側のメニューから「編集開始」し、「保存」

② その情報から「申請書PDF作成」で作成します。

③ 変更後は右上のチェックでを押し、内容のチェックを行って下さい。

④ 問題なければ「申請書PDF作成」を押して下さい。

⑤ ファイル一覧の「申請書」に新しいものが上書きされます

図面の補正の更新

補正をした図面は、PDFに変換した図面ファイルをご用意ください。

（株）総合確認検査機構

①

②

③

チェック

申請の入力のエラーが表

示されます。

エラー、警告は「編集開

始」を押し、修正し、再

度保存をしてください。①



5- ３．補正ファイルの保存について 審査後の補正作業から交付まで

「ファイル一覧」内は、その時の最新の

確認申請書が保存されている状態に保ってください

「ファイル一覧」は常に申請書の最新の状態にして下さい

訂正がないファイルは「済」のまま上書きしないで下さい

補正のあるファイルは古いものを削除し、最新のものを

保存して下さい。

不要なファイルは、一覧より削除をお願いします。

※ 訂正したファイルの名称は、最後に「２」等の更新番号

を付けていただきますと、管理しやすくなります

確認事項連絡書はチャット欄に添付してください

回答欄にご対応について入力し、エクセルのまま保存して

下さい。確認事項連絡書は「ファイル一覧」に保存せず、

チャット欄に添付で送信して下さい。

（株）総合確認検査機構



5- ４．事前補正申請を送信する 審査後の補正作業から交付まで

物件の補正作業が終わったら、事前補正申請をして下さい。

① 申請履歴欄より「申請」ボタンを押し、事前補

正申請の画面を出します

② 事前申請の間は、申請の度に、申請(署名)方式、

申請先、振込方法の変更が可能です。

※本申請時には変更できません。

・ 紙申請　申請書を印刷したもので受付ます

・ 電子申請　和歌山県内、消防通知物件のみ

データで申請を受け付けます

③ 事前補正申請の間は、毎回すべてのファイルに

チェックを入れて下さい。

④ 申請を押して下さい。

⑤ 連絡書を、チャット欄に添付ファイルをつけて送

信して下さい

（株）総合確認検査機構

2022/04/00 18:00総合一太
事前申請を送信

2022/04/01 10:00総合担当
事前申請を受理

2022/04/02 10:00総合担当
事前補正申請を依頼

2022/05/00 9:00総合一太
事前補正申請を送信

確認事項連絡書の回答は

こちらから添付

⑤

①

変更のない

ものは

「済」がつ

いています。

②

③

③
同時審査の申請について

「振込」希望で、入金後領収書の希望をする場合

事前補正申請の際もすべてにチェックを入れて下

さい。差替書類だけでなく、他の変更のないファ

イルもすべてチェックして下さい。



5- ５．本申請依頼（電子申請） 審査後の補正作業から交付まで

審査が終了すると、本受付の最終確認の本申請依頼をします。

本申請は編集はできません。申請の確認のみの作業です。

申請はこれまでと同じで履歴欄の「申請」ボタンより行います。

もし、再度編集をご希望の場合は、申請を

進めず、チャット欄に記入して下さい。

当社の本申請依頼を取消し、補正申請を

お返しします。

本申請を受理すると、「総合OO－XXXX」の本受付番号を付与します。

申請を受理すると、引受承諾書、請求書をチャット欄にお送りします。

お振込みの場合チャット欄に振込のご連絡をお願いします。

書類に事前審査済印を付けます

ファイル一覧に保存の書類に「事前審査済」のスタンプを付与します。書類の右下に機械的に

付与します。　PDFファイルに直接入力テキストボックスで文字を入れたファイルは、審査印が

その下に隠れる場合があります。　右下3ｃｍ程度押印個所を見込んでください

（株）総合確認検査機構

①

コメント欄より振込

のご連絡をお願いし

ます

3ｃｍ

3ｃ
ｍ



5- ６．決裁作業（電子申請） 審査後の補正作業から交付まで

本受付の後は決裁作業に移ります

最終の確認作業を行います。問題なければ確認済証の交付となります。

補正事項があった場合は、「補正依頼」をします。

確認事項があった場合、補正依頼⇔申請　のやり取りを再度開始します。

NICEへの入力事項と申請書の内容に不整合がある場合も補正作業が必要となります。

申請書の補正作業は、PDFファイルを直接編集しないよう重ねてお願いいたします。

① 一旦付与した審査済印をとり、補正のいる

ファイルを指定して補正を依頼します。

② 補正作業が終わりましたらチャット欄より申請

して下さい。この時は、補正依頼の書類のみ、

チェックをしてご申請下さい。

申請方法、入金方法のご変更は出来ません。

（株）総合確認検査機構

①

変更した

ファイルの

み✔する

③

①

済

済

済

済

済

済

済



5- ７．確認済証交付と申請書保存箇所（電子申請） 審査後の補正作業から交付まで

決裁が終わると確認済証の交付となります。

確認済証のお渡しの用意ができると、審査終了のメールが送付されます。

確認済証は紙で交付いたします。

副本はNICEにログインし、物件の「ファイル一覧」よりダウンロードし

て下さい。保存する際は、「一括ダウンロード」が便利です。

窓口受取りの場合

和歌山支部の窓口対応時間（１０時から１６時まで）にお越し下さい。

直接受取りの場合は、受取時にご入金いただくことも可能です。 PDFの書き込みができないファイルには、事前審査

郵送ご希望の場合 済印は付与できません。

レターパックで確認済証等をお送りします。

発送は入金の確認後となります。振込手配が終わりましらご連絡をお願いします。

通常、お振込みの場合は、ご依頼がないと領収証のご用意いたしません。必要な場合は必ず、申請の際に備考欄に

記載いただくか、入金連絡のチャット欄記載いただく時に、領収書がいることを記載して下さい。

お手元に届くまで、昨今の郵便事情もあり、２～３日ほどかかる見込みです。受取後はチャット欄にその旨ご連絡願います。

（株）総合確認検査機構



5- ５．正本依頼（紙申請） 審査後の補正作業から確認済証の受取まで

補正作業が終了したら、正本依頼をします

事前補正審査が終了すると、当社から

「正本依頼」が届きます

正本依頼の状態になると、書類一覧に

保存されているファイルに

「事前審査済」

の押印が付与されます。

もし、押印のないファイルが有れば、

ご連絡ください。

（株）総合確認検査機構

正本依頼中

3ｃｍ

3ｃ
ｍ



5- ６．申請書のご提出、本受付（紙申請） 審査後の補正作業から確認済証の受取まで

ファイルをダウンロードし、確認申請書正本・副本を印刷して下さい

ファイル一覧の書類をダウンロー

ドして下さい。

一括ダウンロードより、すべての

ファイルの保存作業ができます。

出力の際は、審査済印があること

を、必ずご確認下さい。

確認申請書（正・副2冊（場合によっては消防用含３冊））を印刷し当社窓口までお持ち下さい

ご送付いただいても結構です。この時必ず原本必要書類はそろえてご用意をお願いします。

受付をいたしますと、正式な受付番号「総合00－0000」のついた引受承諾書を発行します。

申請料金についてもこの時にお支払い下さい。

ご送付いただいた場合は、チャット欄に引受承諾書と請求書を添付いたします。

ご入金の手配が終わりましたら、チャット欄にご返信ください。

（株）総合確認検査機構

①



5- ７．消防同意、決裁作業（紙申請） 審査後の補正作業から確認済証の受取まで

本受付後、消防同意準備、なければ決裁作業に移ります

消防同意が必要な物件は受付作業を行い、所轄の消防署へ発送準備となります。

消防同意の方法については、窓口にお越しの際、ご希望うかがいます。

受付の時間、混雑によっては翌日の発送となります。

消防同意が不要な物件はこのまま決裁作業になります。

決裁作業について

最終の確認作業を行います。問題なければ確認済証の交付となります。

受付後に、書類間の不整合や、確認事項があった場合、補正が必要になる場合があります。

ご対応をお願いいたします。

この時点での補正には、申請書や図面に「行政の経由印」等がある場合、直接ご訂正が必要となります。

場合によっては、再度行政へ経由が必要になる場合もあります。ご了承下さい。

（株）総合確認検査機構
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